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海幕人第５９４２号 

６１．１２．２６ 

昭和６２年 ７月 １日 海幕人第３３９９号 

昭和６３年 ４月 ８日 海幕総第１８１４号 

昭和６３年１２月２８日 海幕人第６７８９号 

平成 ３年 ３月 ２日 海幕人第 ８９８号 

平成 ３年 ４月２１日 海幕人第１７４４号 

平成 ４年 ２月１２日 海幕人第 ６４７号 

平成 ４年 ４月１０日 海幕人第１８５８号 

平成 ４年 ６月１０日 海幕人第２９８２号 

平成 ５年 ３月１９日 海幕人第１３３８号 

平成 ６年 ９月 ７日 海幕人第３９４５号 

平成 ７年 ３月３０日 海幕人第１３８６号 

平成 ７年 ６月３０日 海幕人第２８５４号 

平成 ９年 １月２０日 海幕人第 ２６８号 

平成１０年１２月 ８日 海幕人第５７３１号 

平成１２年 ３月 ３日 海幕補第１０７５号 

平成１２年 ４月２７日 海幕補第２１９４号 

平成１３年 ３月２２日 海幕補第１７６２号 

平成１３年 ６月２７日 海幕補第３８５５号 

平成１４年 ３月２０日 海幕補第１５７１号 

平成１５年 ３月２０日 海幕補第１６０５号 

平成１８年 ４月 ３日 海幕補第２３１６号 

平成１９年 １月 ９日 海幕補第 １３５号 

平成２０年 ３月２６日 海幕補第２２８４号 

平成２０年 ７月１６日 海幕補第５６７８号 

平成２１年 ７月１７日 海幕補第５７５５号 

平成２６年 ５月３０日 海幕補第４９０９号 

平成２７年１１月２５日 海幕補第２３０６号 

平成２８年 ３月３１日 海幕補第 ４０６号 

平成２９年 １月 ４日 海幕補第   ４号 

令和 ２年１０月 １日 海幕補第１５７７号 

 

 各 部 隊 の 長 

            殿 

 各 機 関 の 長 

 

海 上 幕 僚 長       

 

   出勤簿の取扱いについて（通達） 

 

 標記について、海上自衛隊の給与簿、出勤簿及び給与支給明細書の様式等に関する達（昭和３８年海上自衛隊

達第３７号。以下「達」という。）によるほか、下記のとおり定める。 

 なお、出勤簿の取扱いに関する通達（海幕人第３９０３号。３８．７．１２）は、廃止する。 

 

記 

 

１ 出勤簿の作成単位等 

達第５条に規定する出勤簿の作成単位及び作成単位の長（以下「所属長」という。）は、別表のとおりとす

る。ただし、所属長は必要と認める場合、作成単位を更に細分し、その単位ごとに勤務状況管理者を指定する

ことができる。 

２ 出勤簿の押印管理 

勤務状況管理者は、各隊員ごとに出勤簿を作成し、これを毎日出勤時刻前に所定の場所に備え、また出勤時

刻を経過したときは直ちに収納しなければならない。 
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隊員は、常に同一の印鑑を使用して出勤簿の「出欠」欄へ押印するものとする。 

３ 出勤簿の整理 

勤務状況管理者は、隊員のその日の勤務状況に応じて、次の各号の要領により出勤簿を整理するものとする。 

(1) 「出欠」欄には、次の記入を行う。 

ア 赤字使用 

休 日 国民の祝日 

年 休 日を単位とした年次休暇 

時 休 時間を単位とした年次休暇 

開始時刻及び終了時刻を付記 

病 休 病気休暇 

時間で取得する場合には、開始時刻及び終了時刻を付記 

特 休 次に規定する特別休暇 

ア 自衛隊法施行規則（昭和 29 年総理府令第 40 号。以下「規則」という。）第 49 条第１項

第 １号から第 16 号に規定する場合 

イ 規則第 49 条第１項第 17 号又は同条第２項第２号の場合で、防衛省職員給与施行細則（昭 

和 30 年防衛庁訓令第 52 号）第２条ただし書の規定により防衛大臣の承認を受けた者 

出 張 旅行命令に基づく出張 

外 勤 勤務の都合上、勤務場所以外で勤務する場合 

休 職 給与の支給を受ける場合の休職 

停 職 特に勤務を命ぜられた停職 

着 任 採用又は転入の場合で最初に出勤した日 

離 任 転出の日 

赴 任 離任の翌日から着任の前日まで（入校等のための移動に要する期間を含む） 

育 短 育児短時間勤務により、勤務時間の一部又は全部を勤務しなかった日 

勤務しなかった開始時刻及び終了時刻を付記 

   イ 青字使用 

休 養 休養日及び休養した日 

４時間の代休の場合には、開始時刻及び終了時刻を付記 

遅 刻 出勤時刻を付記 

早 退 早退時刻を付記 

休 職 給与の支給を受けない場合の休職 

停 職 赤字記入を行う停職以外の停職 

特 休 赤字記入を行う特別休暇以外の特別休暇 
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欠 勤 欠勤 

採 用  

 

 

 

 

 

 

 

 

異 動 

退 職 

免 職 

失 職 

死 亡 

営 内 営外者が営内居住を命ぜられた日 

営 外 営内者が営外居住を命ぜられた日 

帰 療 帰郷療養の期間 

介 休 介護休暇 

時間で取得する場合には、開始時刻及び終了時刻を付記 

介 時 介護時間 

開始時刻及び終了時刻を付記 

育 休 育児休業の期間 

育 時 育児時間 

開始時刻及び終了時刻を付記 

早 出 早出遅出勤務及び通勤に利用する交通機関が著しく混雑する場合の時差出勤 

勤務時間の開始時刻を付記 

フ レ フレックスタイム制勤務の期間 

休 短 休憩時間の短縮のみ利用する場合 

注：１ 国民の祝日及び休養日は、あらかじめ印刷して記入に替えることができる。 

２ 連続した暦日で長期間同一記入事項が続くときは発令番号等、開始時刻、終了時刻を記入し、そ

の期間を線で示すことができる。 

(2) 備考欄 

ア 異動事項について発令月日、発令内容を簡単に記入する。 

イ 講習、研修、入校その他により「出欠」欄に押印できない場合、その理由、期間、勤務先等を明確に記

入する。 

ウ 婚姻や印鑑の亡失等により、同一の印鑑を使用できない事由が生じた時には、事由の発生日とその理由

を記入する。 

４ 出勤簿の保存期間は、使用終了後５年間とする。 

添付書類：別表 
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別 表 

作 成 単 位 作 成 単 位 の 長 

海上幕僚監部の隊員 海上幕僚長 

自衛艦隊司令部の隊員 自衛艦隊司令官 

護衛艦隊司令部の隊員 護衛艦隊司令官 

航空集団司令部の隊員 航空集団司令官 

潜水艦隊司令部の隊員 潜水艦隊司令官 

掃海隊群司令部の隊員 掃海隊群司令 

地方総監部の隊員 地方総監 

教育航空集団司令部の隊員 教育航空集団司令官 

システム通信隊群司令部の隊員 システム通信隊群司令 

海洋業務・対潜支援群司令部の隊員 海洋業務・対潜支援群司令 

警務隊本部の隊員 警務隊司令 

潜水医学実験隊の隊員 潜水医学実験隊司令 

東京音楽隊の隊員 東京音楽隊長 

東京業務隊の隊員 東京業務隊司令 

学校の隊員 学校長 

補給本部の隊員 補給本部長 

艦船補給処の隊員 艦船補給処長 

航空補給処の隊員 航空補給処長 

航空補給処下総支処の隊員 航空補給処下総支処長 

海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の隊員 海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の病院長 

護衛隊群司令部の隊員 護衛隊群司令 

海上訓練指導隊群司令部の隊員 海上訓練指導隊群司令 

航空群司令部の隊員 航空群司令 

潜水隊群司令部の隊員 潜水隊群司令 

艦艇情報群司令部の隊員 艦艇情報群司令 

開発隊群司令部の隊員 艦艇開発隊群司令 

教育航空群司令部の隊員 教育航空群司令 

水陸両用戦・機雷戦戦術支援隊の隊員 水陸両用戦・機雷戦戦術支援隊司令 

作戦情報隊の隊員 作戦情報隊司令 

電磁情報隊の隊員 電磁情報隊司令 

指揮通信開発隊の隊員 指揮通信開発隊司令 

艦艇開発隊の隊員 艦艇開発隊司令 

航空プログラム開発隊の隊員 航空プログラム開発隊司令 

護衛隊の隊員 護衛隊司令 

海上訓練指導隊の隊員 海上訓練指導隊司令 

水上戦術開発指導隊の隊員 水上戦術開発指導隊司令 

潜水隊の隊員 潜水隊司令 

掃海隊の隊員 掃海隊司令 

特別警備隊の隊員 特別警備隊長 

第１輸送隊の隊員 第１輸送隊司令 

第１海上補給隊の隊員 第１海上補給隊司令 

第１海上訓練支援隊の隊員 第１海上訓練支援隊司令 

第１練習潜水隊の隊員 第１練習潜水隊司令 

潜水艦教育訓練隊の隊員 潜水艦教育訓練隊司令 

潜水艦基地隊の隊員 潜水艦基地隊司令 

基地隊本部の隊員 基地隊司令 

航空隊の隊員 航空隊司令 

教育隊の隊員 教育隊司令 
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警備隊本部、陸警隊又は港務隊の隊員 警備隊司令 

防備隊本部の隊員 防備隊司令 

弾薬整備補給所の隊員 弾薬整備補給所長 

造修補給所の隊員 造修補給所長 

基地業務隊の隊員 基地業務隊司令 

衛生隊の隊員 衛生隊長 

音楽隊の隊員 音楽隊長 

基地分遣隊の隊員 基地分遣隊長 

システム通信隊の隊員 システム通信隊司令 

移動通信隊の隊員 移動通信隊司令 

保全監査隊の隊員 保全監査隊司令 

対潜資料隊の隊員 対潜資料隊司令 

対潜評価隊の隊員 対潜評価隊司令 

海洋観測所の隊員 海洋観測所長 

鹿児島音響測定所の隊員 鹿児島音響測定所長 

システム通信分遣隊の隊員 システム通信分遣隊長 

保全監査分遣隊の隊員 保全監査分遣隊長 

航空修理隊の隊員 航空修理隊司令 

航空管制隊の隊員 航空管制隊司令 

機動施設隊の隊員 機動施設隊司令 

教育航空隊の隊員 教育航空隊司令 

整備補給隊の隊員 整備補給隊司令 

標的機整備隊の隊員 標的機整備隊司令 

航空基地隊の隊員 航空基地隊司令 

地方警務隊の隊員 地方警務隊長 

水上戦術開発指導分遣隊の隊員 水上戦術開発指導分遣隊長 

潜水艦教育訓練分遣隊の隊員 潜水艦教育訓練分遣隊長 

水陸両用戦・機雷戦戦術支援分遣隊の隊員 水陸両用戦・機雷戦戦術支援分遣隊長 

警務分遣隊の隊員 警務分遣隊長 

基地業務分遣隊の隊員 基地業務分遣隊長 

航空分遣隊の隊員 航空分遣隊長 

磁気測定所の隊員 磁気測定所長 

警備所の隊員 警備所長 

南鳥島航空派遣隊の隊員 南鳥島航空派遣隊長 

水中処分隊の隊員 水中処分隊長 

 


